
この制度は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、
孤独感や不安を抱える妊婦さんや、子育て世帯も少なくないことから、
全ての妊婦さんや子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整
備を図ることを目的としています。

事業開始日 令和5年1月31日

出産・子育て応援給付金とは？

※それぞれ1回のみ交付するもので、他の自治体
で給付を受けた場合は受給できません。

給付金の申請のタイミング

出産応援給付金

対 象 本山町に住所を有する妊婦さん

交付条件 妊娠届出書の提出、面談

支 給 額 50,000円（妊娠1回につき）

申請に必要なもの

＊妊娠届出書、もしくはエコー写真 ＊印鑑 ＊通帳等

妊娠届の提出時１回目

子育て応援給付金

対 象 本山町に住所を有し出産された養育者

交付条件 出生届の提出、新生児訪問

支 給 額 50,000円（対象新生児1人につき）

申請に必要なもの

＊印鑑 ＊通帳等（１回目と変更なければ必要ありません）

お問い合わせ

本山町健康福祉課 ℡0887-70-1060

新生児訪問時２回目


